
 

 

 

 

Ｑ 誰が補助金の対象者となり、補助を受けることができるのですか？ 

Ａ 「地域主導型自然エネルギー推進事業（熱供給・熱利用事業）」は市町村と民間団体が対象者です。 

また、「地域づくり協議会支援事業」は市町村が対象者です。ただし、地域新電力の立ち上げようと

する協議会事業に資する民間団体も対象者になります。 

民間団体とは、県内に主たる事業所等を有し、以下の①～④にあたる者です。 

なお、暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体等は対象としていません。事業の種類によっ

て、補助対象者が異なるため留意してください。 

①中小企業者  以下の表の要件に該当する者をいう。               

業 種 中小企業者の要件 

製造業 

 

資本金の額又は出資の総額が３億円以下の法人又は常時使用する従業員の数

が 300人以下の法人及び個人 

卸売業 資本金の額又は出資の総額が１億円以下の法人又は常時使用する従業員の数

が 100人以下の法人及び個人 

小売業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の法人又は常時使用する従業員の

数が 50人以下の法人及び個人 

サービス業 資本金の額又は出資の総額が５千万円以下の法人又は常時使用する従業員の

数が 100人以下の法人及び個人 

その他 資本金の額又は出資の総額が３億円以下の法人又は常時使用する従業員の数

が 300人以下の法人及び個人 

     注）資本金、出資金又は従業員数の何れかが該当すれば対象となります。 

②ＮＰＯ 特定非営利活動法人、特例民法法人、一般社団法人、一般財団法人、公益社団法

人、公益財団法人、又は法人格を有しない非営利団体（ただし、本事業の補助金交

付申請時までに法人格を取得する団体）をいう。 

③地域協議会 市民、ＮＰＯ、中小企業者、大学又は行政等で構成される協議会であって、事務局

又は本事業の責任者が明確になっている組織（事務局又は責任者が法人格を有し

ない場合は、本事業の補助金交付申請時までに法人格を取得する組織をいう。）を

いう。 

※地域協議会の事務局又は責任者（主たる事業を実行する構成員）は、法人格が

必要です。 

④その他法人格を有する組織で知事が認める者 

 

Ｑ 「地域協議会」はどのような構成員でもいいのですか？ 

Ａ 地域協議会は、市民、ＮＰＯ、中小企業者、大学又は行政等で構成する組織で自然エネルギーの普

及に取り組む組織体をいいます。上記の構成員はあくまでも例示であり、２者以上の構成員であれ

ば地域協議会として申請することは可能です。自然エネルギーを推進していくためには、様々な立

場の地域関係者の参画のもと、合意形成をしていくことが必要であり、このような組織を補助対象者

として想定しています。なお、「地域づくり協議会支援事業」における地域協議会は、構成員として市

町村及び地域コミュニティ（自治会、財産区等）が含まれていることが必要です。 

「地域主導型自然エネルギー創出支援事業」の Q&A 

補助対象者 



Ｑ 個人も補助の対象となりますか？ 

Ａ 「中小企業者」に該当すれば、個人事業者も「民間団体」として対象となります。 

個人事業者が申請する場合には、確定申告書（写し）など、事業を行っていることを証する書類を添

付してください。 

 

Ｑ 「地域コミュニティ」とはどのような団体をいうのですか？ 

Ａ 地域コミュニティとは、市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁若しくは社会活動に基づい

て形成された団体のことをいいます。 

代表的な例としては自治会がありますが、他にも財産区、商店街、マンション管理組合などの団体

が地域コミュニティに当たります。 

これら以外の団体については、事前に県ゼロカーボン推進室に確認してください。 

 

Ｑ 「その他法人格を有する組織で知事が認める者」とは、どのような団体ですか？ 

Ａ 例としては、以下のとおりです。 

県内に主たる事務所を有する土地改良区、農業協同組合、森林組合、事業協同組合、企業組合、

有限責任事業組合など。 

なお、これら以外の団体については、事前に県ゼロカーボン推進室に確認してください。 

 

Ｑ 設立して間もない中小企業者や地域協議会が申請する場合は、実績がなく２期分の決算書等がな

いですが、どうすればいいですか？ 

Ａ 本事業を確実に実施し、補助事業終了後も継続して事業を行なえる資質があるかを判断するため、

決算書等の提出をお願いしています。よって、「経理的基礎（財務能力）」や「経理等事務管理責任

体制」が担保されているかを確認する必要があり、申請者別に以下のとおり、別途書類を提出して

いただくこととしています。 

１ 中小企業者の場合 

・ 資産に関する調書、確定申告書（写し） 

２ 地域協議会の場合 

・ 構成員の責任の所在がわかる書類 

・ 責任者（主たる事業を実行する構成員）又は事務局となる者に対して上記１と同じ書類 

 

 

 

Ｑ 補助対象とならない事業はどのようなものがありますか？ 

Ａ 次の事業は、対象となりません。（申請を受付しません。） 

１ 県又は市町村が交付する補助金等の交付を受けた事業 

２ 国が支出する支出金及び補助金等の交付を受けた事業 

３ 国又は県が出資する財団法人等から助成金の交付を受けた事業 

４ 分担金又は負担金としての市町村支出事業 

５ 宗教的活動に関する事業 

６ 政治的活動に関する事業 

７ 公序良俗に反する事業 

８ 専ら特定の企業、団体及び個人の利益を追求するための事業 

補助対象事業 



Ｑ どのような事業が補助対象となるのですか？ 

Ａ 補助対象となる事業は以下のとおりです。 

事業の

種類 

地域主導型自然エネルギー推進事業 

（熱供給・熱利用事業） 
地域づくり協議会支援事業 

 

内容 

地域の関係者が連携又は協働して地域のエ

ネルギー自給率の向上に資するビジネスモデ

ルも含めた先進的な事例構築等を行う事業 

自治会等の地域コミュニティが市町村と協働し、

地域の特性を活かした自然エネルギー・省エネル

ギーや地域における再生可能エネルギー事業の

支障事例の解消などに取り組む地域づくり協議会

を開催する事業 

 

 

 

例 

○公共施設を核とした自然エネルギーを活用し

たエネルギー供給事業 

○地域資源循環型事業 

・簡易集材機や薪割機のレンタルによる木質

バイオマスの利活用事業など 

・薪ステーションの設置運営や宅配型薪供給

システムの構築による木質バイオマス流通ビ

ジネスなど 

○地域の効果的な熱供給・利用事業、又は地域

の防災拠点に位置付けられた施設の防災機

能に資する熱供給・利用事業 

・地中熱、バイオマス熱、温泉熱、太陽熱、雪

氷熱利用事業など 

○初期投資ゼロ事業 

・自然エネルギーの熱利用・熱供給設備の導

入に当って、初期投資の軽減を図るビジネス

など 

○地域資金活用型事業 

・地域の住民や企業からの出資など、新しい

資金調達の手法の活用によるビジネスなど 

○地域新電力（市町村又は民間団体が自ら、若しく

は、地域の事業者や地域コミュニティと協働して実

施する、再生可能エネルギーを活用した新電力事

業であって、収益の一部を地域や住民、その他公

共的利益のために還元するなど、社会性や公共

性が認められるもの）を立ち上げるための協議会

を開催する事業 

○自治会や土地改良区等が連携し、農業用水路を

活用した小水力発電を行い、余剰電力を売電して

得られる利益を財源として、地域課題を解決する

ことを目的とした協議会を開催する事業 

〇自治会や財産区が、所有する山林から生じる間

伐材を活用して木質バイオマス燃料を製造し、そ

の販売で得られる利益を財源として、地域を活性

化することを目的とした協議会を開催する事業 

○商工会が自治会と連携し、モデルとなる店舗等の

屋根を活用した太陽光発電を行い、余剰電力を

売電して得られる利益を財源として、当該店舗等

の省エネルギーを目的とする改修や地域商品券

の発行などにより地域経済を活性化させることを

目的とする協議会を開催する事業 

○法律や条例等に基づき、適正に実施されているも

のの、生活環境や景観など、環境に支障を及ぼし

ている再生可能エネルギー事業について、施設

周辺への植栽など、支障解消に向けた方策を検

討するための協議会を開催する事業 

 

Ｑ 「地域新電力」とはどのようなものを指しますか 

Ａ 地域内で発電した電力を活用し、主に地域内の公共施設や民間企業、家庭等に電力を供給する小

売電気事業を「地域新電力」と呼びます。必ずしも自治体が主体となることや出資している必要はあ

りませんが、地域コミュニティと連携・協働や地域還元するなどして、地域と調和した取り組みである

ことが求められます。 

 



Ｑ 補助対象となる経費はどのような経費ですか？ 

Ａ 事業の実施に係る経費のうち、補助対象となる経費は事業の種類ごとに定められています。また、

補助金額を算出する上で、対象とならない経費も定められています。 

 １ 補助対象となる経費 

事業の種類、経費の区分 対象となる経費 

地域主導型

自然エネルギ

ー推進事業 

（熱供給・熱利

用事業） 

ソフト事業 

（可能性調査、計

画策定、設計） 

報償費、旅費、消耗品費、調査委託費、設計委託費、通信運搬費、

備品購入費、使用料及び賃借料、賃金その他知事が必要と認めた

経費 

ハード事業 

（機器設備導入） 

工事請負費（補助事業の実施に必要な機械装置、建築材料等の購

入、製造（改修を含む。）又は据付等に要する経費）その他知事が必

要と認めた経費 

地域づくり協議会支援事業 

（協議会開催、調査、報告書作成） 

報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、調査委託費、報告書等作成

委託費、通信運搬費、備品購入費、使用料及び賃借料、賃金その他

知事が必要と認めた経費 

 

 ２ 補助金額の算出に当たって対象外とする経費（全ての事業の種類に共通） 

・ 団体の運営費、人件費及び施設の維持管理経費 

・ 用地の取得又は賃借に要する費用及び補償に係る費用 

・ 食糧費 

・ 損失補填的な経費 

・ 過剰施設、将来施設、兼用施設、予備施設及び撤去に係る経費 

・ その他知事が不適当と認める経費 

 

Ｑ 補助金はどのくらい出るのですか？ 

Ａ 事業の種類等によります。詳細は次のとおりです。 

事業の種類 経費の区分 補助率 補助上限額 補助対象者 

 

 

地域主導型自然エネ

ルギー推進事業 

（熱供給・熱利用事業） 

① ソフト事業 

（可能性調査、計画策定、設計） 

② ハード事業（機器設備導入） 

1/2以内 500万円 市町村 

① ソフト事業 

（可能性調査、計画策定、設計） 
1/2以内 

500万円 民間団体 
② ハード事業 

（機器設備導入） 

1/3以内 

③ ハード事業 

（防災施設への防災機器設備導入） 
1/2以内 750万円 

市町村、 

民間団体 

地域づくり協議会 

支援事業 

市町村の地域づくり協議会の 

開催にかかる事業 2/3以内 100万円 市町村 

地域新電力の地域づくり協議会の 

開催にかかる事業 

市町村、 

民間団体 

 

 



Q ハード事業とソフト事業を両方やりたい場合は、申請することはできますか？ 

Ａ 可能です。その際、計画書の収支計画の中にソフト事業とハード事業を分けて記載してください。 

補助金額＝（ソフト事業の補助対象経費×補助率）+（ハード事業の補助対象経費×補助率） 

※補助金額は、1,000円未満切捨て。事業の種類に応じて上限額が違います。 

 

Ｑ 人件費は対象となりますか？ 

Ａ 補助事業者が雇用している職員の人件費は対象となりません。ただし、新たに本事業のために臨時

的に人を雇用し、又は非営利団体のスタッフであって有給雇用されていない場合など、調査等の業

務を行なう者の経費を賃金として支出することは可能です。申請時に経費の積算根拠を提出してく

ださい。 

 

Q 申請段階で、許認可や地域の合意が取れていることが必要ですか？ 

Ａ 事業に必要な許認可は、見通しがついていることが必要です。また、地域の合意が事業実施に支障

のない範囲でとれていることが必要です。事業の採択を受けてからの地域への説明、実施箇所の

募集を開始するなど、具体性や計画性が認められないものは、採択しかねます。 

 

Q 事業で得られた成果は、公開する必要がありますか？ 

Ａ 本補助金の適用を受けて得られた成果は、広く県民に情報公開していただくこととなります。 

よって、基本は公開を前提に事業計画を策定いただき、実施後は全県で情報共有いたしますので、

あらかじめ留意してください。 

 

 

 

Ｑ どのように申請するのですか？ 

Ａ 事業の応募は、事業を実施しようとする場所の市役所又は町村役場（再生可能エネルギー推進担

当課)に申請書類等を提出してください。 

事業計画や申請の相談などは、県ゼロカーボン推進室又は地域振興局までお願いします。 

 

Ｑ 市町村や地域振興局の管轄を超える広域的な事業を実施する場合、どこへ申請すればいいのです

か？ 

Ａ 市町村を超える広域的な事業を行う場合は、その地域を管轄する地域振興局へ提出してください。

また、地域振興局の管轄を超える広域的な事業を行う場合、活動拠点を管轄する地域振興局へ提

出してください。不明な場合は、県ゼロカーボン推進室へ相談してください。 

 

Ｑ 「事業活動温暖化対策計画書の写し」とはどのようなものですか？ 

Ａ 事業活動温暖化対策計画とは、長野県地球温暖化対策条例第 12条の規定により事業者が県に

提出する、事業活動に係る温室効果ガスの排出の抑制等その他の地球温暖化の防止のための

計画です。地域主導型自然エネルギー創出支援事業（以下「本事業」といいます。）を実施し

ようとする場合は、あらかじめ事業活動温暖化対策計画を提出し、本事業の計画承認申請書

の提出時に、その写しを添付してください。 

また、既に事業活動温暖化対策計画を提出しており実施状況等を県に報告している場合は、

事業活動温暖化対策計画に代えて実施状況等の写しを添付してください。 

補助金の申請 



事業活動温暖化対策計画については下記ホームページに詳細が掲載されています。 

御不明な点がある場合は、県環境政策課ゼロカーボン推進室へお問い合わせください。 
  

◇長野県地球温暖化対策条例 計画書制度（長野県ホームページ） 

   https://www.pref.nagano.lg.jp/ontai/jourei26/gaiyou.html 

 

 

Ｑ 補助金の採否は、どのようにして決められるのですか？ 

Ａ 県庁で行う選定委員会で採択事業を選定します。選定委員会は行政関係者、学識経験者など、５名

程度の選定委員で構成され、選定委員の意見を聞き、採択事業が選定されます。 

 

Ｑ どのような基準で選定するのですか？ 

Ａ 次の基準により選定します。 

種 

類 

地域主導型自然エネルギー推進事業 

（熱供給・熱利用事業） 
地域づくり協議会支援事業 

 

 

 

 

基 

 

 

 

 

準 

 

 

 

 

１ 本事業の便益が広く地域に還元されるものであり、

自然エネルギーによる自給コミュニティ形成に資す

るものであること。 

２ 地域主導による自然エネルギー事業を創出するた

め、ビジネスモデルも含めた地域に適した自然エ

ネルギーを活かした事例の取組であること。 

３  （民間団体の場合）地域の関係者と連携又は協

働する取組みで、それぞれの役割分担が明確で、

申請する団体は責任を持った事業執行体制が整

っていること。 

４  (市町村の場合)地域住民の参画を得て実施する

事業、あるいは地域住民の自主的、主体的な活動

を促す事業であること。 

５ 事業実施に向けて関係者の合意形成が図られて

いること。 

６ 関係法令等に係る諸手続がなされていること。 

７ 事業の有効性が認められること(費用対効果、実施

時期、計画の熟度、事業効果等）。 

８ 事業の継続性、発展性が認められること(将来計

画、自立的な組織体制及び資金計画）。 

９ 1村 1自然エネルギープロジェクトに登録又は申請

が受理されている事業であること(加点事由)。 

10 その他、知事が必要と認める基準を満たしている

こと。 

１ 自然エネルギー又は省エネルギーの活用により、エ

ネルギー自立地域の形成に資する計画であること。 

 

２ 地域の活性化又は地域課題の解決を目的とする協

議会であること。 

３ 地域コミュニティと協働して実施する事業であること。 

４ 事業実施に向けて関係者の合意形成が図られてい

ること。 

５ 関係法令等に係る諸手続きがなされていること。 

６ 事業の有効性が認められること(費用対効果、実施

時期、計画の熟度、事業効果等）。 

７ 事業の継続性、発展性が認められること(将来計画、

自立的な組織体制及び資金計画）。 

８ 1村 1自然エネルギープロジェクトに登録又は申請が

受理されていること(加点事由)。 

９ その他、知事が必要と認める基準を満たしているこ

と。 

 

Ｑ 採否の結果はいつ頃わかるのですか？ 

Ａ 補助対象事業募集締切後、一か月程度で補助金を交付する事業を選定し、採否結果を申請者に通

知します。 

事業の選定 



 

 

Ｑ 事業採択から事業を始めるまでの流れはどのようなものですか？ 

Ａ 計画決定・内示 → 交付申請 → 交付決定 → 事業実施 となります。 

１ 「計画決定・内示」（県 → 地域振興局 → （市町村） → 申請者） 

事業の採択を地域振興局（市町村）から通知します。 なお、民間団体の場合は市町村より通知

されます。この内示には選定委員の意見を付す場合がありますので、補助金交付申請時にはこ

の意見を反映させてください。 

不採択事業の場合についても、理由を付して申請者に通知します。 

２ 「補助金交付申請」（申請者 → 地域振興局 → 県） 

内示はあくまで「仮決定」です。内示のあった事業について、補助金交付申請をしてください。 

３ 「交付決定」（県 → 地域振興局 → 申請者） 

交付決定が「正式決定」です。提出いただいた交付申請に基づき、地域振興局から通知します。 

４ 「事業実施」 

原則として、この交付決定以降に事業を実施してください。 

ただし、やむを得ず交付決定の前に事業を開始する場合は、「早期着手」の手続が必要です。そ

の際は、県ゼロカーボン推進室へご相談ください。 

 

Ｑ 契約関係手続きについて教えてください。 

Ａ 契約相手先の選定は、入札方式が基本となります。 契約や見積りについては、下記の点にご留意

ください。 

・ 会計処理の規定がある事業者にあっては、それに従ってください。 

規定のない事業者にあっては、県の基準に従って、２万円以上 10万円未満は１者見積り、10万円

以上は複数見積りとしてください。 

・ 見積書は、申請書に添付したものを使い回すのではなく、事業を行う際に取り直してください。 

・ 複数見積りの場合は、同一条件で徴してください。 

・ 随意契約とする場合は、その理由を明確にしてください。 

 

Ｑ 事業の実施に当たって注意すべきことはありますか？ 

Ａ 以下の点に留意してください。 

・ 本補助事業により購入した備品等への表示について 

補助金によって購入、製作した大型の物品（備品等）には、何らかの形で当該補助事業によって購

入・製作したことを表示してください。「令和３年度地域主導型自然エネルギー創出支援事業」「事

業主体名」を明示してください。 

・ パンフレット等の印刷物の作成について 

校正に十分注意を払い、内容の誤りや誤字脱字のないようにしてください。 

・ 謝礼や配布物等について  

講演会の講師に対して謝金を支払った上に、土産物を渡したり、一般参加者等への配布物が著し

く高額な場合などは、補助対象外と判断されますのでご注意ください。 

 

Ｑ 申請の際に提出した書類の内容や採択となった事業計画に変更が生じる場合の手続きは？ 

Ａ 次の２点の場合には、地域振興局再生可能エネルギー推進担当課を通じて、県ゼロカーボン推進

事業の実施 



室に変更承認申請書の提出が必要です。なお、民間団体の場合は、市町村を通じて申請します。 

１ 事業の実施場所、施設の設置場所、構造及び機能その他事業の主要な内容の変更が生じた場

合 

２ 交付対象経費が 20％以上増減する場合 

その結果、補助金の交付決定額に変更が生じる場合には、変更交付申請書の提出が必要となり

ます。また、事業期間の延長、事業を中止する場合なども手続きが必要です。その際には、地域

振興局再生可能エネルギー推進担当課又は県ゼロカーボン推進室までご相談ください。 

 

 

 

Ｑ 事業の実施途中に補助金の交付を受けたい場合は、どのような手続が必要ですか？ 

Ａ 県に交付（概算払）請求書を提出することで「概算払」を受けることができます。 

ただし、請求する段階での出来高（支出分）の 90％が上限となります。 

出来高を確認できる書類や領収書、請求書などの支出関係書類を添付してください。 

 

Ｑ 事業が終わった後、補助金の交付を受ける手続はどのようなものですか？ 

Ａ 事業が終わりましたら 30日以内に「事業実績報告書」（様式 3号）を提出してください。 

実績報告書には事業を実施した場所のわかる位置図、契約や支出の証拠書類（領収書など）や事 

業実施中の写真などを添付していただき、実際にどのように事業が行われ、どのような契約や支出

が行われたかを県職員が確認します。事業の内容によっては、実際に現地を確認する場合もありま

す。 

地域主導型自然エネルギー創出支援事業補助金は、皆様から頂戴した税金を活用させていただい

ておりますので、適正に執行されているかのチェックが必要不可欠です。支出の証拠書類が確認で

きない場合や不備がある場合には、補助金をお支払いできない場合がありますので、証拠書類等

の管理には十分ご注意ください。 

実績報告をもとに適正な事業執行と認められ、完了検査に合格した後、補助金額の確定を行い、

「額の確定」の通知をお送りします。その後「交付請求書」（様式 11 号）を提出していただいた後、指

定いただいた口座に補助金を振り込みます。 

 

 

Ｑ 「事業総括書」は事業実績報告とは違うのですか？ 

Ａ はい。事業実績報告と同時に「事業総括書」（様式第 12号）の提出をお願いしています。 

事業総括書には、事業を実施した団体による自己評価の内容を記載いただきます。 

事業実績報告書と記載内容が類似している部分もありますが、後日ホームページ等で公表させて

いただきます。また、補助金交付を受けた者も、自ら当該総括書をホームページ等で公表していた

だきます。 

地域主導型自然エネルギー創出支援事業を活用した事業の成果を広く県民の皆様に周知し、また、

地域の取組事例の紹介をすることで、今後の取り組みの参考になり、事業を実施された皆様にとっ

ても、自分達の活動を知ってもらうきっかけになると考えています。 

 

 

 

補助金の受領 

事業の評価 

事業終了後の留意点 



Q 補助事業終了後、留意することはありますか？ 

A 以下の点に留意いただく必要があります。 

・ 「事業達成状況報告」（様式第 22号）により、事業終了後 3年間、当該事業による達成状況を地域

振興局再生可能エネルギー推進担当課に提出していただきます。（締切り：毎年度６月末日） 

事業の効果が分かるよう、設備やデータを管理するようにしてください。 

・ 機械や施設等を導入した際には、常に良好な状態で管理するものとし、機械や施設等ごとに管理

規定を定めて適正な管理をしていただく必要があります。 

・ 特に防災設備として導入された機器設備については、速やかに操作マニュアル等を作成し、災害

時の利用に支障が生じないようにしてください。 

・ 補助金に係る収入を明らかにした帳簿、当該収入及び支出についての証拠書類を事業終了後の

翌年度から起算して 5年間備え、保管してください。  


